
議題 鶴嶺八幡宮横参道の史跡追加指定について 

 

１ 市指定史跡・天然記念物『鶴嶺八幡宮参道及び松並木』について 

 現在、市の史跡・天然記念物として指定されている『鶴嶺八幡宮参道及び松並木』は参道隣接    

地の開発行為に伴って消滅の危機が差し迫っていたことから、昭和４４年８月１５日に市指定史

跡・天然記念物に指定されたものである。参道ならびに古参道は史跡として、松並木は一群のもの

として天然記念物として指定されている。なお、太鼓橋以北の社域については、昭和 44年の段階

では開発行為に伴う消滅の可能性が低いとされ、未指定となっている。 

 

  名 称：鶴嶺八幡宮参道及び松並木 

  種 類：市指定史跡・天然記念物 

  指定日：昭和44年8月15日 

  範 囲：鶴嶺八幡宮の太鼓橋より南から国道一号線大鳥居まで 

 

 

２ 「横参道」の追加指定について 

 市民要望を背景として横参道範囲内で雨汚水工事が計画されている。工事に伴い、地表下の古参

道を含む遺構の消滅が考えられることから、既指定の縦参道と同様に市指定史跡・天然記念物とし

て指定し、保護を図る必要性がある。平成 30年度に実施された横参道西側部分の試掘調査結果及

び令和６年度に実施した東側部分の試掘調査結果からは、一部で既設埋設管による消滅箇所はある

ものの、地表下0.3～0.5ｍ以下で古参道の残存が確認されている。 

 このため、横参道を既存の『鶴嶺八幡宮参道及び松並木』の指定範囲に含めることで保護を図り、

遺跡への影響が少ない工事計画を立てるため、建設総務課をはじめとする関係各課と協議を行って

いる。なお、『鶴嶺八幡宮参道及び松並木』の指定範囲を拡大するにあたり、横参道と横参道の松

並木のみでなく放生池や太鼓橋を含めた範囲を指定することで縦・横参道全体の社域を保護する方

向で検討している。 

 

  【 案 】 

   名 称：鶴嶺八幡宮参道及び松並木 

   種 類：市指定史跡・天然記念物 

   方 法：追加指定 

   範 囲：鶴嶺八幡宮の横参道から国道一号線大鳥居まで 

令和７年１月２４日 

茅ヶ崎市文化財保護審議会 
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